
利子補給 保証料補給

地域産業活性化資金
（一般資金）

地域産業活性化資金
（借換資金）

設備投資促進資金

市内に住所又は事業所
を有し、６か月以上事
業を営んでいる中小企
業者のうち設備投資の
目的が次のいずれかに
該当する者
・事業規模の拡大
・経営の効率化
・事業転換又は新分野
進出

5,000万円
※下限借入額250万円

　　 設　　備
（土地取得費を除く）

ただし、乗用車・パソ
コン・エアコン・冷蔵
庫などの汎用性が高い
設備は、対象にならな
い場合があります。事
前相談をして下さい。

　信用保証付き　1.9%

　その他　　　　2.4%

１０年以内
（6か月以内）

×
○
全部

　地方産業育成資金

運転資金と設備資金は返済期間
が異なるため、一資金として利用
できません。

市内に住所又は事業所
を有し、６か月以上事
業を営んでいる中小企
業者（一部の業種を除
く。）

1,000万円
運　　転

設　　備

責任共有制度対象外の
　信用保証付き　1.7%

責任共有制度対象の
　信用保証付き　1.9%
　その他　　　　2.2%

運転　５年以内
（6か月以内）

設備　７年以内
（6か月以内）

第四北越銀行
大光銀行
柏崎信用金庫
新潟縣信用組合
新潟大栄信用組合
えちご中越農業協
同組合
の市内営業店

×
△
一部

　工場立地促進資金

工業用地の売買契約又は賃貸
借契約締結の日から３年以内に
当該工場の操業が開始される工
場に係る資金が対象です。

市内工業団地において
工場を移転又は新設
し、事業を行う企業

※大企業も利用可能

3億円

用地費

工場建物購入費

工場新設時の設備

1.9%
１０年以内
（2年以内）

市商業観光課

第四北越銀行
大光銀行
柏崎信用金庫
新潟縣信用組合
新潟大栄信用組合
の市内営業店

× ×

返済方法の注意事項
〇返済は、元利均等月賦返済又は、元金均等月賦返済になります。

申込み先

必要により信用保証
付きとする

信用保証付き

必要により信用保証
付きとする

取扱金融機関

〇借換の対象となる資金は、信用保証付きの市制度融資です。

資金使途の説明

〇設備資金とは、市内事業所で行われる事業用土地購入、建物建設・購入、営業車購入、機械設備の設置・増設などをいいます。（ただし、賃貸物件など投機目的の場合は、ご利用できません。）

借換資金利用時の注意事項

〇設備資金は、融資対象設備の設置が完了（車両の場合は車検証の登録が完了、工事の場合は着工）している方は、ご利用いただけません。

〇認定申請を行う者の住所が柏崎市外の場合は、柏崎市内営業店の有無が確認ができる書類と、その営業店で資金を利用することがわかる書類をご用意ください。

〇運転資金とは、市内事業所で行われる諸経費支払い、商品仕入れ、人件費支払いなどをいいます。

〇乗用車・パソコン・エアコン・冷蔵庫など汎用性が高い設備（例：簡単に設備が移動できる。個人用と事業用の区分が不明確など）は、対象にならない場合があります。事前相談をしてください。

設備資金利用時の注意事項

令和６（２０２４）年度柏崎市事業用資金制度融資一覧表

融資利率（年利表示）

5年以内
　信用保証付き　1.8%
　その他　　　　2.3%

5年超
　信用保証付き　2.0%
　その他　　　　2.5%

　5年以内　　2.0%

　5年超　　　2.2%

１０年以内
（2年以内）

１０年以内
（2年以内）

△
※創業資
金として
借入れる
一般資金
のみ

△
一部

市内に事業所を有し、
６か月以上事業を営ん
でいる中小企業者及び
協同組合等

3,000万円

5,000万円

第四北越銀行
大光銀行
柏崎信用金庫
新潟縣信用組合
新潟大栄信用組合
の市内営業店

商工中金長岡支店

融資助成制度

融資制度名 融資対象者
融資限度額
（既往借入額
の累計額）

信用保証 取扱金融機関

取扱金融機関の定め
による

資金使途
融資期間

（）は据置期間

運　　転

設　　備

借　　換

借換にあたっての
新規資金

担保及び保証人


